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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年２月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３１年１月２３日 １２時４０分ごろ 

発生場所 三重県南伊勢町烏帽子
え ぼ し

鼻南東方沖 

 見
み

江
え

島灯台から真方位０８５°２.９５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１４.９′ 東経１３６°３６.８′） 

事故の概要  漁船第二十二長栄
ちょうえい

丸は、西進中、また、プレジャーボートマウン

テン リバー号は、錨泊中、両船が衝突した。 

 第二十二長栄丸は、船首部外板に擦過傷を生じ、また、マウンテン

リバー号は、左舷中央部外板の亀裂等を生じた。 

事故調査の経過  平成３１年１月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

 

Ａ 漁船 第二十二長栄丸、１９トン 

   ＭＥ２－５８２２（漁船登録番号）、有限会社丸久水産 

   １９.０１ｍ（Lr）×４.５３ｍ×１.４２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１３９kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５

８年１２月２８日 

Ｂ プレジャーボート マウンテン リバー号、５トン未満 

   ２４３－１９１８０三重、個人所有 

   ６.３４ｍ（Lr）×２.３５ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、８４.６０kＷ、平成１年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３２歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成３０年７月１９日 

    免許証交付日 平成３０年７月１９日 

           （令和５年７月１８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７７歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６２年８月２６日 

    免許証交付日 平成２９年１月３０日 

           （令和４年８月２５日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷中央部外板に亀裂及び擦過傷、操舵スタンド用オーニングに

破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが 1 人で乗り組み、南伊勢町五ヶ所
ご か し ょ

港港内のまぐろ
．．．

養殖場で給
きゅう

餌
じ

作業を行った後、平成３１年１月２３日１２時００分

ごろ、同養殖場を出発し、南伊勢町奈屋
な や

浦
うら

漁港へ向かって帰途につい

た。  

 Ａ船は、約７ノットの対地速力で、自動操舵により南西進し、烏帽

子鼻南東方沖に至ったとき、船長ＡがＧＰＳプロッターに表示した過

去の航跡を見ながら右転し、西進を始めた。 

 船長Ａは、Ａ船が烏帽子鼻南方沖を西進中、１２時４０分ごろ、船

首方からゴーンという異音が聞こえたので周囲を見渡したところ、右

舷後方至近にＢ船を認め、Ｂ船と衝突したことを知った。 

 Ａ船は、船長Ａが、船長Ｂと共に両船の負傷者の有無及び損傷状況

を確認し、船長Ｂからの通報を受けて事故の調査に来た巡視艇の海上

保安官による実況見分に立ち会った後、自力で航行して奈屋浦漁港に

帰港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、友人２人（以下「同乗者Ｂ₁」、

「同乗者Ｂ₂」という。）を乗せ、釣りの目的で、２３日０６時４０分

ごろ南伊勢町道行
みちゆく

竈
がま

の護岸を出発し、０７時１０分ごろ、烏帽子鼻南

方沖に至り、直径約１２mm、長さ約７０～８０ｍのロープをつなげた

約２０kg の四
よ

爪
つめ

錨
いかり

を海中に投下し、船首を東方に向けて機関を停止

し、錨泊を開始した。 

Ｂ船は、船長Ｂが右舷船尾部で、同乗者Ｂ₁が前部甲板右舷側で、

同乗者Ｂ₂が前部甲板左舷側で、それぞれ腰を下ろして釣りを行い、

１２時３６分ごろ船長Ｂが左舷船首方数百メートルのところにＢ船に

向かって直進するＡ船を初めて視認した。 

船長Ｂは、他船がＢ船に約２００ｍの距離まで接近してから避ける

のを複数回見たことがあったので、いずれＡ船が避けるだろうと思

い、様子を見ながら錨泊を続けていた。 

船長Ｂは、Ａ船が約２００ｍ以内に接近してもＢ船に向かってくる

ので衝突の危険を感じ、同乗者Ｂ₁及び同乗者Ｂ₂と共に立ち上がって

後部甲板左舷に移動し、Ａ船に向かって大声で叫んだ。 

船長Ｂは、Ａ船が直進を続けてＡ船の船首部とＢ船の左舷中央部と

が衝突するのを見た。 

Ｂ船は、船長Ｂが海上保安官の実況見分に立ち会った後、自力で航

行して道行竈の護岸に帰着した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参
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照） 

 その他の事項  船長Ａは、操縦免許を取得してすぐにＡ船に乗り組み、その後週に

６回程度まぐろ養殖場で給餌作業を行う目的の運航に当たっていた。 

船長Ａは、船橋の操縦席に腰を掛けて同じ姿勢のまま見張りを行っ

ていたが、適宜姿勢を変えて窓枠で見えにくくなっていた方向もよく

見張っていれば、本事故は発生しなかったと本事故後に思った。 

船長Ｂは、本事故発生直後に船長Ａから「船橋の後ろで作業を行っ

ていた。」と聞いた。 

 船長Ｂは、本件発生場所付近の水深が約５５～６５ｍで機関を前進

に掛ければ移動することができたので、機関を前進に掛ける所要時間

を考慮して衝突のおそれを判断するべきだったと本事故後に思った。 

 Ｂ船は、乗船者全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、烏帽子鼻南方沖を西進中、船長Ａが、Ｂ船の存在に気付か

ないまま同じ針路及び速力で航行を続けたことから、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、烏帽子鼻南方沖において錨泊中、船長Ｂが、左舷船首方か

ら接近するＢ船を視認した際、いずれ航行中のＡ船がＢ船を避けると

思い、様子見をしながら錨泊を続けたことから、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。 

船長Ｂは、他船が錨泊中のＢ船に約２００ｍの距離まで接近してか

ら避けるのを複数回見たことがあったことから、いずれＡ船が避ける

だろうと思い、様子見をしながら錨泊を続けたものと考えられる。 

原因  本事故は、烏帽子鼻南方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が錨泊

中、船長ＡがＢ船の存在に気付かないまま航行を続け、また、船長Ｂ

が、いずれ航行中のＡ船がＢ船を避けると思い、様子見をしながら錨

泊を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  船長Ｂは、本事故後、サイレンと拡声の機能を備えた拡声器をＢ船

に備えた。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中の船舶の操縦者は、前路の船舶を見落とすことのないよう

注意して航行すること。 

 ・錨泊中の小型船舶の操縦者は、自船に向けて接近する船舶を認め

た場合、避けてくれると思わず、早期に、有効な音響信号による

信号を行って注意喚起するとともに、必要に応じて衝突を避ける

ための措置をとること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 


